
様式第５号
県有財産有償貸付契約書

　貸付人 島根県（以下「貸付人」という。）と借受人○○○○○○（以下「借受人」という。）とは、次の条項により借地借家法(平成３年法律第９０号)第３８条に規定する定期建物賃貸借契約を締結する。
（信義誠実等の義務）
第１条　貸付人及び借受人は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
２　借受人は、貸付物件が、県有財産であることを常に考慮し適正に使用するように留意しなければならない。
（貸付物件）
第２条　貸付物件は次のとおりとする。
	施設名
	所在地
	区分
	貸付場所
	面積

	島根県運転免許センター
	松江市打出町250番地１
	建物
	別図のとおり（２ヶ所）
	１．３４㎡


（使用目的）
第３条　借受人は、貸付物件を第４条に定める期間中、案内板の設置場所（以下「指定用途」という。）に自ら供しなければならない。
２　借受人は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「案内板の規格及び遵守事項等」の内容を遵守しなければならない。
（貸付期間）
第４条　貸付期間は令和８年４月１日から令和13年３月31日までとする。
（契約更新等）
第５条　本契約は、前条に定める貸付期間満了時において契約の更新は行わず、貸付期間の延長も行わないものとする。
（貸付料）
第６条　貸付物件の貸付料は、年額○○○○円（うち消費税及び地方消費税の額は○○○円）とする。
２　借受人は、第１項の貸付料を、貸付人が発行する納入通知書により指定された期日までに納付しなければならない。
（必要経費の支払）
第７条　案内板の設置運営に必要となる電気料金等の必要経費については、借受人が負担するものとする。
２　借受人は、第１項の必要経費を、貸付人が指示する方法により指定された期日までに納付しなければならない。
（遅延利息）
第８条　借受人は、正当な理由によらないで貸付料及び必要経費を指定された期日までに支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、その未払額について年2.5パーセントで計算して得た金額に相当する遅延利息を貸付人に支払わなければならない。
　　ただし「政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づき定められる政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率が改正された場合は、当該改正された後の率」により支払わなければならない。
（貸付料の改定）
第９条　貸付人は、消費税及び地方消費税について税率が変更された場合又は貸付人が貸付物件につき特別の費用を負担することになった場合は、貸付料の増額を請求することができる。
（権利譲渡等の禁止）
第１０条　借受人は、貸付物件の使用権を譲渡し若しくは転貸してはならない。
（物件の保全義務等）
第１１条　借受人は、貸付物件を善良なる管理者の注意を持って維持しなければならない。
２　借受人は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を貸付人に報告しなければならない。
（修繕義務）
第１２条　貸付人は、貸付物件の修繕義務を負担しないものとし、当該物件について維持、保存、改良、その他の行為をするため支出する経費は、すべて借受人の負担とする。
（費用負担）
第１３条　案内板（電気の子メーターを含む。）の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、
借受人の負担とする。
（使用上の損傷等）
第１４条　借受人は、その責に帰する事由により貸付物件を滅失又は毀損した場合において、貸付人が要求するときは自己の負担において原状に回復しなければならない。
（実地調査等）
第１５条　貸付人は、貸付物件について随時その使用を調査し、又は借受人に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求めることができる。
２　借受人は、前項の規定による貸付人の調査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の報告を怠ってはならない。
（違約金）
第１６条　借受人は、第４条に定める期間中に次の各号に定める事由が生じたときは、当該各号に定める金額を違約金として貸付人に支払わなければならない。
（１）第１５条に定める義務に違反した場合
　　　　貸付料の１０パーセントに相当する額
（２）第３条第１項、同条第２項又は第１０条に違反した場合
　　　　貸付料の３０パーセントに相当する額
２　前項に定める違約金等は、第１９条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
（契約の解除）
第１７条　貸付人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
（１）借受人が本契約に定める義務に違反した場合及び当該物件の管理が良好でないと認める場合に、貸付人が相当の期間を定めて催告をしたにもかかわらず、借受人がそれを是正しないとき
（２）貸付人が、貸付物件を県又は公共団体において公共用、公用又は県の事業若しくは公益事業の用に供するため必要が生じたとき
（３）借受人が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させているとき
（原状回復）
第１８条　借受人は、第４条に定める貸付期間が満了するときは貸付期間の最後の日までに、前条の規定により契約の解除があったときは貸付人の指定する期日までに、貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、貸付物件を現状において返還することを貸付人が認めるときは、この限りではない。
（損害賠償等）
第１９条　借受人は、本契約に定める義務に違反したため貸付人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
２　借受人は、本契約が終了したとき又は、第１７条の規定により本契約を解除されたことによって貸付物件を返還する場合において、前条の規定に違反したときは、指定した日の翌日から貸付物件が返還された日までの期間について、当該物件の損害金として、貸付人の定める基準により算定した貸付料の２倍に相当する額を貸付人に支払わなければならない。
（責任の負担）
第２０条　貸付人は、貸付物件における火災、風災害、事故その他一切の原因による借受人の損害につき賠償義務を負わないものとする。
（第三者に損害を及ぼした場合の措置）
第２１条　借受人は、貸付物件の使用により第三者に損害を及ぼした場合は、借受人の負担において賠償しなければならない。
（有益費等の請求権の放棄）
第２２条　借受人は、第４条に規定する貸付期間が満了し、又は第１７条の規定により契約を解除された場合において、貸付物件を返還するときは、借受人が支出した必要費及び有益費等が現存している場合であっても、貸付人に対しその償還等の請求をすることができない。
（契約の費用）
第２３条　本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて借受人の負担とする。
（疑義の決定等）
第２４条　本契約に関し疑義があるときは、貸付人と借受人とが協議のうえ決定する。
（裁判管轄）
第２５条　この契約に関する訴の管轄は、貸付物件の所在地を管轄区域とする松江地方裁判所とする。

　上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、貸付人及び借受人の両者が記名押印の上、各自その１通を保有する。

　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　貸付人　島根県松江市殿町８番地１
　　　　　　　　　　　　　　　　島根県
　　　　　　　　　　　　　　　　島根県警察本部長　中村　振一郎
　　　　　　　　　　　　借受人





（別紙）
案内板の規格及び遵守事項等

１　案内板の規格
    (１)    大きさ
　　ア  物件番号１
幅１．０ｍ×奥行０．３ｍ×高さ３．０ｍに収まる大きさ
４３インチ以上モニター２機、広告パネル付、壁掛式とすること
イ　物件番号２
幅１．３ｍ×奥行０．８ｍ×高さ３．０ｍに収まる大きさ
５５インチ以上モニター１機、広告パネル付、可動又は自立式とすること
  　(２)    仕様
ア　形態は、鋭利な角や縁、突起物等がなく、バリアフリーに配慮した形状とし、配線　等についても庁舎の景観及び安全を損なわない方法とすること。
イ　案内板の設置に当たっては安全対策としてＪＩＳ規格及び業界自主基準に準拠した　落下防止措置を講じ、来庁者等に危険を生じさせることがない構造とすること。
　　ウ　設置場所における温度・湿度の変化、強風の吹き込み等の環境下でも安全性を保ち、　　　使用に耐え得る構造とすること。
エ　表示において、文字の大きさや配色などを高齢者や色覚障がい者等に配慮したものとし、全体の雰囲気を考慮した色合い、ユニバーサルデザインに配慮した仕様とすること。
　  (３)    環境対策
　  ア　照明光源式の場合はＬＥＤ、モニター式の場合は省電力モニターとすること。また、　　　電源については、投入と遮断が容易であること。（タイマー制御も可）
　　イ　電照時間は、原則として平日及び日曜日の午前８時３０分から午後５時までとする。

２　遵守事項
　(１)　　設置及び費用負担
　　ア　案内板は、建物に負担の少ない方法で、地震等の際の転倒・落下を防止するための　　　十分な対策を講じること。
なお、設置期間中に万一事故等が発生した場合は、設置事業者の責任において解決すること。
　　イ　案内板の制作及び設置（インターネット回線が必要な場合の契約及び配線等含む。）並びに撤去する際の原状回復に係る一切の工事（やむを得ない理由により、案内板本体の移動が生じた場合の費用も含む。）は、設置事業者自らが実施し、これに係る経費は当該設置事業者が負担すること。
　　ウ　工事は、原則として開庁日の執務時間外又は閉庁日に行うこと。
　　エ　設置する案内板の電気使用量を測定する子メーター（計量法（平成４年法律第51号）に基づく検査に合格したものに限る。）を設置すること。
なお、設置に当たっては島根県警察の指示に従うこと。
　　オ　電気料は、別途送付する納入通知書にて納入通知書に定める日までに支払うこと。
　　カ　故障や破損、汚損等についてのメンテナンスをその都度行うこと。
 　 (２)    掲載内容
表示面の構成は、警察行政情報（以下「警察枠」という。）と、企業広告枠による構成を基本とする。※島根県警察から指定がある場合はこの限りでない。
　　ア　警察枠及び企業広告枠いずれにも関わる事項
　　　　両者ともに案内板に収まる大きさで表示面上に設けること。
イ　警察枠に関する事項
　(ア)　警察枠のモニターの面積は、企業広告枠のモニターの面積以上とすること。
　　　(イ)  設置事業者は、警察担当者が警察行政情報を容易に作成及び操作ができ、タイム　　リーな表示ができるようなPC機器等を島根県警察が指定する設置場所に配置し、警　　察担当者の求めに応じ、技術協力を提供すること。
ウ　企業広告枠に関する事項
　　　(ア)　企業広告枠において広告を掲載できる者及び広告内容等については、島根県警察　　が指定する日までに、「島根県警察施設案内板広告申込書」（様式第１号）及び「誓　　約書」（様式第２号）及び広告原案（データ）を提出し承認を得ること。なお、島　　根県警察が適切でないと判断する広告については、掲出を認めないものとする。
　　　　島根県警察は、申込みのあった広告について審査を行い広告掲出の可否を決定し、　　「島根県警察施設案内板広告掲出決定通知書」（様式第３号）、「島根県警察施設案　　内板広告不掲出決定通知書」（様式第４号）により、当該申込者に通知するものと　　する。また、変更するときも同様とする。
　　　　　なお、広告掲出決定後は広告掲出中に、問題が発生又は顕在化するなどし、島根　　県警察としての品位・信頼性を損なうおそれがあると判断した場合は、島根県警察　　は直ちにその広告を修正又は削除を依頼することができ、設置事業者はその依頼に　　従わなければならないものとする。
　　　(イ)  企業広告枠には、「島根県及び島根県警察は財源確保のために広告を掲載してお　　り、特定の事業者やその製品、サービス等を推奨するものではなく、当該広告は民　　間事業者等の広告欄である」旨を注記すること。また、必要に応じて広告の内容に　　関する責任の帰属に関することや、その他必要な事項についても注記すること。
 　 (３)    権利の譲渡
貸付物件に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

３　その他
　　設置場所施設に係る工事や設備点検等、県の都合により、一定期間案内板の利用が制限される場合がある。
本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、島根県警察と設置事業者が協議の上、決定する。















様式第１号

島根県警察施設案内板広告申込書

年　　月　　日　　

　島根県警察本部長　　　　様

案内板設置事業者
                                       住所
                                       氏名（名称）
                                       代表者名
                                       担当者氏名
ＴＥＬ
                                       ＦＡＸ


  島根県警察施設に設置する案内板広告については、島根県警察施設広告事業実施要項及び島根県警察広告取扱基準の内容を承諾の上、下記のとおり申し込みます。

記
１　広告掲出予定者一覧（別添可）
      住所（所在地）
氏名（名称及び代表者名）
      連絡先

２　掲出予定期間
               年         月　　～               　年        　月（　　　　ヶ月）

３　添付書類
1  広告原案
2  会社の業務内容が分かる会社概要等の資料
















様式第２号
誓　　約　　書

  島根県警察広告取扱基準第３条各号に規定する下記、規制業種又は事業者に該当するかどうかについて、当てはまるものにチェック（☑）をしてください。
                         
	
規制業種又は事業者
	該　当
す　る
	該　当
しない

	⑴  各種法令に違反しているもの
	□
	□

	⑵　暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者
	□
	□

	⑶　貸金業法（昭和58年法律第32号）第２条に規定する貸金業に該当するもの
	□
	□

	⑷　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に該当するもの（島根県警察本部長が特に認めるものを除く。）
	□
	□

	⑸　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平成15年法律第83年）に定めるｲﾝﾀｰﾈｯﾄ異性紹介事業に該当するもの
	□
	□

	⑹　行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの
	□
	□

	⑺　建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの
	□
	□

	⑻　違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者
	□
	□

	⑼　その他県警管理施設を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの
　　例えば、次のようなものをいう。
1 　医療行為に類似したサービス又は医療用具、器具に類似した商品の取引に該当するなど法令に抵触、又はそのおそれのあるもの
2 　連鎖販売取引、業務提供誘因販売取引、又はこれらに類似する取引に該当するもの
3 　興信所、探偵事務所その他主に私的な秘密事項の調査又は取り扱いに該当するもの
4 　占い、運勢判断等に該当するもの
　　⑤ 　民事再生法（平成11年法律第225号）又は会社更生法（平成14年法律第154号）による再生又は更生手続中の者
	□
	□



  島根県警察施設案内板広告申込書の広告掲出予定者全員については、上記のとおり、相違ないこと誓約します。
年 　　月　 　日　　
  島根県警察本部長　　　　様

                              　住　　所
（所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名
（名称及び代表者名）                         　　　印


様式第３号
                                                           　　 年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　　　　様

                                              　　　　 島根県警察本部長      印



島根県警察施設案内板広告掲出決定通知書


　　　　年　　月　　日付けで申込みのありました島根県警察施設案内板広告掲出については、下記のとおり掲出を決定したので通知します。

記
１　案内板広告掲出決定者（別添可）


２　広告掲出期間

年　　月　　日　から　　　　　年　　月　　日まで




























様式第４号
                                                           　　 年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　　様

                                              　　　　 島根県警察本部長      印



島根県警察施設案内板広告不掲出決定通知書


　　　　年　　月　　日付けで申込みのありました島根県警察施設案内板広告掲出については、下記のとおり掲出しないこととしたので通知します。

記
１　掲出しないこととした案内板広告不掲出者


２　掲出しないこととした理由

























令和　　年　　月　　日
誓　　約　　書

島根県警察本部長　　殿

                                 所　在　地
                                 商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　   代表者職
                                 生年月日

  自己又は自己の法人・団体は、島根県警察広告取扱基準第３条各号に規定する下記、規制業種又は事業者に、いずれも該当しないことを誓約します。

	規制業種又は事業者

	(１)  各種法令に違反しているもの

	(２)  暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者

	(３)  貸金業法（昭和58年法律第32号）第２条に規定する貸金業に該当するもの

	(４)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に該当するもの（島根県警察本部長が特に認めるものを除く。）

	(５)  ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平成15年法律第83年）に定めるｲﾝﾀｰﾈｯﾄ異性紹介事業に該当するもの

	(６)  行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの

	(７)  建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの

	(８)  違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者

	(９)  その他県警管理施設を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの
　　例えば、次のようなものをいう。
　　  ①　医療行為に類似したサービス又は医療用具、器具に類似した商品の取引に該当するなど法令に抵触、又はそのおそれのあるもの
　　②　連鎖販売取引、業務提供誘因販売取引、又はこれらに類似する取引に該当するもの
　　③　興信所、探偵事務所その他主に私的な秘密事項の調査又は取り扱いに該当するもの
　　④　占い、運勢判断等に該当するもの
　　⑤　民事再生法（平成11年法律第225号）又は会社更生法（平成14年法律第154号）による再生又は更生手続中の者



　なお、必要な場合は、島根県警察本部からの照会を受けることについて承諾し、該当事項に関する書類の提出を島根県警察本部長から求められた場合には、指定された期日までに提出します。
　また、広告掲載の可否については、島根県警察の審査結果に従います。また、決定されたことに対して、決定理由等の問い合わせ、その他異議申し立てを行いません。

以上
